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（参考） 

プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品の 

品質基準のあり方に関する検討について 

※３月 17日産業構造審議会資料より 
１．目的 

プラスチック製容器包装廃棄物は、白色発泡トレイが単体で分別収集される場合等を除

き、多種多様な素材、形状からなるものが混在しているため、材料リサイクルが難しいと

されている。 

その一方で、容器包装リサイクル法においては、産業構造審議会の審議結果を踏まえ、

材料リサイクルがケミカルリサイクルに比し優先されていることもあり、再商品化製品

（フレーク、ペレット等）の品質の向上維持は重要な課題となっている。 

このため、材料リサイクル再商品化製品の品質向上に向け、再商品化事業者に統一的に

求めていくべき品質項目等の設定の可能性を検討することを目的とした。 
 

２．実施時期 

 平成１５年度 
 
３．実施方法 

 経済産業省の調査事業として、「プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品

の品質基準のあり方に関する検討委員会（委員長：鍋島淑郎元玉川大学教授）」を設置し、

再商品化事業者や再商品化製品利用事業者からのヒアリングを行い、その結果を基に更に

検討を加えた。 
 
４．委員名簿 

  委員長 鍋島淑郎 元玉川大学教授 

委員  木村照夫 京都工芸繊維大学大学院教授 

西谷吉憲 社団法人プラスチック処理促進協会 広報部長 

滝田靖彦 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 事務局長 

高野忠夫 財団法人化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター 

センター長 常務理事 

中尾正博 日本ポリエチレン株式会社 生産管理部環境安全室長 

安藤正春 財団法人日本容器包装リサイクル協会 

理事・プラスチック容器事業部長 

 オブザーバー 

     経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 

     経済産業省製造産業局化学課 

     環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 
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５．委員会開催実績 

第１回 平成１５年１２月５日（金） 

・委員会の趣旨説明、調査の進め方についての検討等 

第２回 平成１６年１月１３日（火） 

・再商品化製品利用事業者のヒアリング 

第３回 平成１６年１月２８日（水） 

・再生処理事業者のヒアリング 

第４回 平成１６年２月２７日（金） 

・品質基準のあり方に関する検討 

 

６．検討結果 

（１）品質基準のあり方について 

再生処理事業者と再商品化製品利用事業者が品質情報を共有することにより、再商品

化製品の品質向上および再商品化製品の販売促進が期待されると見込まれるとともに、

再商品化製品に含有される水分の測定を行うことにより、再商品化製品の収率の管理を

より正確に行うことが可能となることから、再生処理事業者による主要項目に関する品

質測定および測定結果の報告義務を課することが適当であるとされた。 
なお、再商品化製品の品質基準値について、最低限確保すべき品質基準を定めるべき

との意見もあったが、再生処理業者における品質管理が多くの場合、目視等の経験に基

づき実施されており、実際の計測がほとんど行われていない現状においては、直ちに設

定することが困難であるとともに、仮に、その状況で最低限の数値を示すとすると、相

当緩やかな数値を示さざるを得ないこととなり、結果として、その品質さえ満足すれば

良いという誤解を生じる恐れもあるという判断であった。 
そこで、品質基準値の設定については、まず、再商品化製品の品質に関するデータを

把握し、その上で改めてその設定の必要性や可能性について検討を加えることが妥当で

あるとされた。 
 
（２）品質測定および測定結果の報告の方法 

プラスチック製容器包装材料リサイクル再商品化製品の品質については、再生処理業

者と再商品化製品利用事業者の間における品質情報の円滑化および再商品化工程の収率

管理に向けて、以下に掲げる内容について、再生処理事業者に対して、再商品化製品の

品質測定を義務付けるとともに、測定方法・結果について再商品化製品利用事業者およ

び財団法人日本容器包装リサイクル協会へ報告することを義務付けることが適当である

とされた。 
 
 

80



ア．測定対象製品 
①測定対象製品は、原則、全ての製品を対象とする。 
ただし、ＰＥ単体、ＰＰ単体、ＰＳ単体、ＰＥＴ単体については、製造量が少

ないことおよびＰＰ・ＰＥ混合品の品質を管理することで概ね状況が把握できる

ことから、測定の効率性等を勘案して測定の実施の可否および測定項目を決定す

ることを検討する。 
②対象とする製品の形態は、ペレット、フレーク、フラフ、フレーク・フラフ減容

品、フレーク・フラフ混合品など全てを対象とする。 
③対象とする再生処理施設は、再生処理を実施する全ての施設とする。 

 
イ．測定項目および実施方法 
① 測定項目は、水分、塩素分、主成分、メルトフローレート（ＭＦＲ）の４項目

とする。 
② 実施方法については、再生処理事業者における準備や測定方法の実態に即して

定めることが必要であることから、その詳細については、財団法人日本容器包

装リサイクル協会にて定める必要がある。 
 
表５．再生処理事業者における品質測定の実施について

測定項目 測定可能性 課題 適用時期

水分 可能 具体的測定方法の設定 Ｈ１７年度

塩素分 可能 具体的測定方法の設定 Ｈ１７年度

主成分 測定方法の検討要

溶剤可溶性など測定方法の検討
（ex/ＰＰ／ＰＥ混合品については、
キシレンによりＰＳ分を測定するこ
とで代替等）

測定方法等の詳細が整い次第
（Ｈ１８年度を目処に実施）

ＭＦＲ 測定基準の設定要
特にフラフについては条件設定等
を定める必要性あり

測定方法等の詳細が整い次第
（H１８年度を目処に実施）
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表６．水分・塩素分の測定頻度・サンプリング等について

測定項目 測定頻度 サンプリング時 サンプル量

水分
原則は、製品出荷毎に測定
することが望ましい

容リ協に報告する再商品化製
品の販売量の計量時と同一の
タイミングで測定することが必
要

測定を行う水分計にあわせて設定

塩素分

３か月に一回（季節変動・
ロット変動等を加味。安定し
た段階では頻度を落とすこ
とを検討）

再商品化製品製造後、出荷前
（乾ベース）

蛍光Ｘ線、原子吸光など測定装置
にあわせて設定

 

 
 

ウ．費用負担 
品質測定に掛かる費用は、再生処理事業者の負担とする。 

 
エ．品質測定機関 

品質測定を行う主体は、再生処理事業者自ら、または専門の測定機関に委託して

行うこととする。なお、水分については、乾燥により測定値が変わらないよう委託

することなく、サンプリング時に測定を行うことが必要である。 
 測定を委託する場合、委託先は都道府県工業試験場等の公的機関またはＧＬＰ

（Good Laboratory Practice：優良試験規範）取得機関など、信頼性を担保できる
機関であることが必要とされる。 

 
（３）品質測定の信頼性の確保 

 品質測定は、再生処理事業者が実施するものであるが、品質測定の信頼性の確保に向

けて、必要に応じて、財団法人日本容器包装リサイクル協会等の第三者が測定対象物の

サンプリングおよび品質測定を行い再生処理事業者の測定結果と照合する、あるいは再

生処理事業者のサンプリングに立ち会う必要があるとされた。 
    
（４）品質情報の公表について 

 材料リサイクル再商品化製品の流通の円滑化に向けて、個々の再生処理事業者の品質

情報が、幅広く再商品化製品利用事業者等に公開されることが望ましいとされた。 
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（５）その他 

ア．フラフ、フレーク・フラフ混合品の法律上の位置づけの明確化について 
 容器包装リサイクル法の告示において、再商品化製品の記述として「ペレット等」

とされており、現状では、フラフ、フレーク・フラフ混合品も「ペレット等」に含ま

れるものとして運用されているが、フラフ、フレーク・フラフ混合品については、特

定の事業者に対する製品として流通しているのが現状であるが、その品質は水分を多

量に含むなどの問題が指摘されており、輸送効率も悪いという指摘があることから、

更なる再商品化製品の品質向上を期すに当たっては、今後の品質測定等の実施状況を

も踏まえ、その運用上の取り扱いについて検討することが望まれるとされた。 
 
イ．リサイクルシステム全体に関する検討について 
 プラスチック製容器包装材料リサイクル製品の品質測定および測定結果の報告等

により、再商品化製品の一定の品質向上および流通促進が期待されることから、今後

は、これら品質測定等の促進を図り、その効果を評価していく必要があるとともに、

それらの結果に基づき再商品化製品を利用した成形品等の品質向上および販売促進

を含めたリサイクルシステム全体の適正化に関する検討を行うことが、プラスチック

製容器包装材料リサイクルの更なる効率化に資するものと認められるとされた。 
 

以上 
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特定包装利用事業者特定包装
比率

特
定
容
器
比
率

業種別特定容器
利用事業者比率

業種別特定容器
製造等事業者比率

特定容器利用事業者に按分
された義務量のうち、ａ社が再
商品化すべき比率

=

Ａ業種

Ｃ業種

個別特定容器利用事業者
排出見込量

業種別特定容器利用事業者
総排出見込量

業
種
別
比
率

17．再商品化義務量の算定方法について

再 商 品 化 義 務 総 量

ａ
社

Ｂ業種
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再商品化義務総量

特定容器比率

利用事業者比率

容器利用Ａ業種が負担すべき

特定容器の再商品化義務量

環境大臣が公表する平成○年度の
分別収集見込量の合算量

×
特定事業者責任比率

＋
前年度からの繰越量

再商品化計画に定める平成
○年度の再商品化計画量

×
特定事業者責任比率

いずれか少ない量

×

×

×

容器と包装

に按分

業種区分ごとに再商品化
されるべき比率

ある業種区分（Ａ）

について利用事業者と

製造等事業者に按分

※Ａ業種のうちで、特定容器利用事業者である者が

再商品化する必要のある総量を算定する場合

＜業種の区分ごとの再商品化義務量の算定＞

（参考１）

業種区分毎

に按分
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×

個々の特定容器利用

事業者の排出見込量

容器利用Ａ業種の

総排出見込量

＝

自主算定方式

自主算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量から、
・自ら回収する量等
・その他容器包装廃棄物として排出されない量
を差し引いた量を排出見込量とする。

簡易算定方式

簡易算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量に、
省令で定める容器包装廃棄物比率を乗じた量とする。

個々の特定容器

利用事業者の

再商品化義務量

個々の特定容器利用事業者の容器包装廃棄物の排出見込量

※前ページに引き続き、さらに個々の特定容器利用事業者が

再商品化する必要のある量を算定する場合

＜個々の特定容器利用事業者の再商品化義務量の算定＞

容器利用Ａ業種
が負担すべき
特定容器の
再商品化義務量

（参考２）
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18．リサイクルに配慮した容器包装の設計・素材選択等の事例 
 
 
 
 
（アルミ缶） 

企業名 実施内容 実施時期 備考 

再生素材の使用 － （アルミ缶リサイクル率 83％） キリンビール㈱ 

複合素材の単一素材化 H12 年 5 月 ボトル缶のアルミキャップ化 

サントリー㈱ 再生素材の使用 －  

 

（スチール缶） 

東洋製罐㈱ ＴＵＬＣ Ｈ4 年 製缶時に環境負荷の少ない容器 

 

（ガラスびん） 

H10 年 7 月 ｴｽﾃｨﾅ･ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾛｰｼｮﾝ等 
基礎化粧品については、原則詰替、入替ﾘﾌｨﾙ
を持つことで基本設計している。 

詰替商品の販売 

H12 年 12 月 輝粋ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ･ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ等 

異素材の分離容易化 H11 年 5 月 ｴｽﾊﾟｼｵ･ﾊｰﾄﾞﾌｫｰﾑ等 

㈱ポーラ化粧品本舗 

再生素材の使用 H12 年 3 月 ﾎﾜｲﾃｨｼﾓ･ﾛｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄ、ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ等 

大正製薬㈱  その他色（黒・緑）びんの茶

色びん化 

－ カレット利用率 90％以上 
ドリンク剤については、その他色びんの茶色び
ん化で目的を達成。 

日本コカ・コーラ㈱ 異素材の分離容易化 H15 年 5 月 ｼｭﾘﾝｸﾗﾍﾞﾙ使用のびんにﾐｼﾝ目入りｼｭﾘﾝｸﾗﾍﾞ

ﾙ使用 
磯矢硝子工業㈱大
阪工場 

再生素材の使用 H7 年 1 月 100％リサイクルのカレット原料使用。（茶色ｶﾞ
ﾗｽびんの製造販売） 

再生素材の使用 － ｴｺﾛｼﾞｰﾎﾞﾄﾙ使用（原料としてｶﾚｯﾄを 90％以上

使用し製品化したもの） 

東洋ガラス㈱ 

リターナブルびん － 1.8ℓびん、ビール（大中小） 

詰替商品の販売 － 「ほんだし」「中華あじ」「味の素」 

異素材の分離容易化 H11 年 調味料びんのﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｬｯﾌﾟの分離容易化 

味の素㈱ 

ｼｭﾘﾝｸ･ﾌｨﾙﾑに生分解性ﾌﾟ

ﾗｽﾁｯｸを使用 

H15 年 12 月 「味の素」30ｇ、75ｇびん 

㈱桃屋  異素材の分離容易化 H15 年 10 月 樹脂キャップのエコキャップ（瓶口の樹脂を取
り外し易くしたもの）への切り替え（ｷﾑﾁの素） 

ハウス食品㈱ 詰替商品の販売 S56 年 8 月 平袋、こしょう、唐辛子等 

再生素材の使用 H11 年 3 月 ﾌﾞﾗｯｸｸﾘｰﾝﾎﾞﾄﾙ使用（全てその他色ｶﾚｯﾄを
90%以上使用しているｴｺﾎﾞﾄﾙ）。採食健美（ﾜｲ
ﾝ）等 

サントリー㈱ 

金属ｷｬｯﾌﾟの廃止 － リサイクル上問題となる金属の混入を避ける
為に金属ｷｬｯﾌﾟからﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｬｯﾌﾟに変更（ﾘｻﾞ
ｰﾌﾞ等） 

再生素材の使用 H15 年 4 月 ｽｰﾊﾟｰｴｺﾎﾞﾄﾙ使用（その他色ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄを 90%
以上使用したもの） 

石塚硝子㈱  

着色コートびん H13 年 4 月 白色ｶﾞﾗｽﾎﾞﾄﾙに着色ｺｰﾄし、ﾘｻｲｸﾙの際には
白色ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄとして再使用 

サッポロビール㈱ 再生素材の使用 H11 年 3 月 エコロジーボトル使用（混色ｶﾚｯﾄを 90%以上使
用したもの） 

メルシャン㈱ 再生素材の使用 H16 年 9 月 エコロジーボトル（色つきｶﾚｯﾄ使用）使用（ワイ
ン(720mℓ)EG(ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ)びん）。 

生活協同組合コープ
とうきょう 

異素材の分離容易化 － びん入り調味料容器のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ蓋の分離容
易化 
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（ペットボトル） 

異素材の分離容易化 H13 年 ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ 日本コカ・コーラ㈱ 

再生素材の使用 H16 年 4 月 ﾎﾞﾄﾙ to ﾎﾞﾄﾙ PET 使用 

H5 年 ｷｬｯﾌﾟをｱﾙﾐからﾌﾟﾗｽﾁｯｸに変更 異素材の分離容易化 

H12 年 ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ 

再生素材の使用 H16 年 5 月 ﾎﾞﾄﾙ to ﾎﾞﾄﾙ PET 使用 

複合素材の単一素材化 H3 年 炭酸用ﾎﾞﾄﾙの底部分をﾌﾟﾗｽﾁｯｸからPETに変
更 

無色ﾎﾞﾄﾙ化 H15 年 6 月 青色ﾎﾞﾄﾙを無色化（ﾎﾞﾙｳﾞｨｯｸ） 

キリンビバレッジ㈱ 

簡単につぶせるﾎﾞﾄﾙ開発 H15 年 6 月 最軽量のﾎﾞﾄﾙ（ﾍﾟｺﾛｼﾞｰﾎﾞﾄﾙ）開発（ｱﾙｶﾘｲｵﾝ
の水 2ℓ） 

ハウス食品㈱ 異素材の分離容易化 H15 年 4 月 ｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙの分離容易化（六甲のおいしい水） 

異素材の分離容易化 H13 年 ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ サントリー㈱ 

再生素材の使用 H16 年 ﾎﾞﾄﾙ to ﾎﾞﾄﾙ PET 使用 

味の素ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰｽﾞ㈱ 異素材の分離容易化 H11 年 2 月 ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ 

再生素材の使用 H12 年 大型 PET ﾎﾞﾄﾙ（主に焼酎）のとっ手に再生
PET 樹脂を使用 

東洋製罐㈱ 

複合素材の単一素材化 H12 年 とっ手の素材を PP（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）から再生 PET
樹脂に変更 

サッポロ飲料㈱ 異素材の分離容易化 － ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ 

異素材の分離容易化 H12 年 1ℓPET ﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟを分離可能ﾀｲﾌﾟに変更 

再生素材の使用 H12 年 1.8ℓPET ﾎﾞﾄﾙのとっ手部に再生 PET樹脂使用

ヤマモリ㈱ 

複合素材の単一素材化 H12 年 1.8ℓPET ﾎﾞﾄﾙのとっ手部を PP（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）か
ら再生 PET 樹脂に変更 

㈱テンヨ武田 異素材の分離容易化 H15 年 醤油 1ℓPET ﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）を分離

可能ﾀｲﾌﾟに変更 

㈱梅本商店 異素材の分離容易化 H15 年 1 月 PET ﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）の分離容易化 

マルキン忠勇㈱ 異素材の分離容易化 H12 年 4 月 醤油 1ℓﾊﾟｯｸのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ｷｬｯﾌﾟの分離容易化

ヤマサ醤油㈱ 異素材の分離容易化 H15 年 6 月 醤油 1ℓﾊﾟｯｸのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ｷｬｯﾌﾟの分離容易化

異素材の分離容易化 H15 年 醤油 1ℓ用のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｷｬｯﾌﾟの分離容易化 ㈱テンヨ武田 

再生素材の使用 H12 年 4 月 1.8ℓﾊﾝﾃﾞｨﾎﾞﾄﾙのとっ手を PP（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）か
ら再生 PET 樹脂に変更 

大醤㈱ 異素材の分離容易化 H16 年 4 月 ﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟを分離可能ﾀｲﾌﾟに変更 

異素材の分離容易化 H12 年 6 月 4ℓ、2.7ℓ容器のｷｬｯﾌﾟをｱﾙﾐからﾌﾟﾗｽﾁｯｸに変
更 

再生素材の使用 H13 年 9 月 

秋田県醗酵工業㈱ 

複合素材の単一素材化 H12 年 6 月 

4ℓ、2.7ℓ容器のとっ手を再生 PET 樹脂に変更

ヒガシマル醤油㈱ 再生素材の使用 H12 年 2 月 1.8ℓ容器のとっ手部分を PP（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）から
再生 PET 樹脂に変更 

異素材の分離容易化 H9 年 ミシン目入りｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ（1.5ℓﾎﾟｶﾘｽｳｪｯﾄ） 大塚製薬㈱ 

再生素材の使用 H16 年 9 月 ﾎﾞﾄﾙ to ﾎﾞﾄﾙ PET 使用（0.9ℓﾎﾟｶﾘｽｳｪｯﾄ） 

 

（紙製容器包装） 

再生素材の使用 － 既に 90%以上の容器に再生紙を使用 明治製菓㈱ 
森林認証板紙ﾊﾟｯｹｰｼﾞ使
用 

H16 年 9 月 森林認証団体(PEFC)の認証を得た板紙をﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞに採用。（適切に管理された森林から伐
採された木材を使用） 

三共㈱ 再生素材の使用 H15 年 再生古紙 100%の板紙使用 
中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

H12 年 9 月 ネピアふんわりスリム等（強度、手触りを考慮
して薄くした） 

王子ネピア㈱ 

複合素材の単一素材化 H16 年 6 月 ホクシーエコボックス 

㈱コーセー 再生素材の使用 S55 年 紙箱に再生紙使用 
中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

S61 年 粉末洗剤 花王㈱ 

再生素材の使用 H5 年 4 月 古紙 100 使用（S62 年～古紙 80%） 

㈱ロッテ 再生素材の使用 － カートンに古紙入り原紙使用 

サンヨー食品㈱ 再生素材の使用 H12 年 6 月 紙製容器入製品の断熱材に再生紙を使用 

ユニチャーム㈱ 再生素材の使用 H2 年 4 月 紙製容器への古紙利用 
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中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

S62 年 衣料用ﾍﾋﾞｰ粒状洗剤容器（ﾄｯﾌﾟ等） ライオン㈱ 

複合素材の単一素材化 H15 年 衣料用ﾍﾋﾞｰ粒状洗剤（紙・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合容器

の紙への統一化） 

㈱丸井 再生素材の使用 H6 年 手提袋、包装紙等 

㈱阪急百貨店 再生素材の使用 － 紙製容器包装に再生紙使用 

㈱東急百貨店 再生素材の使用 H5 年 2 月 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ袋、包装紙に再生紙使用 

㈱近鉄百貨店 再生素材の使用 H14 年 11 月 包装紙に再生紙を使用 

㈱伊勢丹 再生素材の使用 － 包装紙に再生紙を使用（手提袋にｹﾅﾌ 20%含

有紙使用） 

㈱三越 資源化容易な形態の箱の
導入 

H15 年 12 月 簡単に折りたためて資源ごみとして廃棄が容易に
できる箱の開発 

㈱阪神百貨店 再生素材の使用 H5 年以前 包装紙、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ袋に再生紙使用 

㈱丸栄 再生素材の使用 H3 年 11 月 包装紙に再生紙使用 

 
（プラスチック製容器包装） 

詰替商品の販売 H8 年 2 月 シャンプー等の詰替容器 

異素材の分離容易化 H9 年 11 月 化粧水容器にガラスと樹脂を分解できるよう設

計 

再生素材の使用 H10 年 9 月 男性用整髪剤容器に再生 PP 使用 

㈱資生堂   

複合素材の単一素材化 H10 年 8 月 シャンプー等の詰替容器をアルミと樹脂の蒸

着から樹脂に統一 

再生素材の使用 H13 年 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽに再生品を使用 山崎製パン㈱ 

複合素材の単一素材化 H14 年 ｱﾙﾐ箔･紙･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの複合素材をﾌﾟﾗｽﾁｯｸに

単一化 
中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

S63 年 1 月 ハミング➞ハミング 1/3 

複合素材の単一素材化 H13 年 7 月 ﾌﾞﾛｰﾈｸﾘｰﾑﾍｱｶﾗｰ（ｱﾙﾐ/PE➞PE） 

花王㈱ 

詰替商品の販売 H3 年 9 月 ハミング 1/3 等 

明治乳業㈱ 異素材の分離容易化 H13 年 4 月 育児用ｺﾅﾐﾙｸ缶を外蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)、中蓋(ｱﾙ

ﾐ)、本体(ｽﾁｰﾙ)と素材毎に分離できるよう改

良 

詰替商品の販売 S40 年 粉末化粧料のレフィル等 

異素材の分離容易化 H12 年 6 月 ｴｱｿﾞｰﾙ(ﾑｰｽ)の肩ｶﾊﾞｰ取り外し可能化 

再生素材の使用 H15 年 3 月 再生樹脂の使用 

㈱コーセー 

複合素材の単一素材化 H7 年 肩ﾊﾟｰﾂ、底ｶﾊﾞｰの一部廃止 

㈱ロッテ ｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙの廃止 H14 年 1 月 「プラカップ＋ｼｭﾘﾝｸ･ﾗﾍﾞﾙ」を「プラカップ＋曲

面印刷」に変更（ｶｯﾌﾟ･ｶﾌﾟｯﾁｮ） 

詰替商品の販売 H13 年 2 月 ｻﾗﾅﾁｭﾗﾙｻﾗ水 R（詰替用） 

異素材の分離容易化 H8 年 3 月 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸとｶﾞﾗｽびんの分離容易化 

㈱カネボウ化粧品 

再生素材の使用 H14 年 9 月 ﾃﾞｭｳﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾃﾞｭｳｾｯﾄ（台座に PET再生品使用）
中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

H10 年 4 月 ベビー用紙おむつ 

詰替商品の販売 H7 年 4 月 ウェットティッシュ、おしりふき 

ユニチャーム㈱ 

生分解素材の導入 H14 年 10 月 ｺﾝﾋﾞﾆ用紙おむつ包装材に生分解性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

使用 

日清オイリオグルー

プ㈱ 

異素材の分離容易化 H14 年 9 月 小型びんに分別ワンピースキャップ採用 

 

詰替商品の販売 H12 年 9 月 クリープガセット 森永乳業㈱ 

複合素材の単一素材化 H12 年 8 月 「蓋ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＋本体紙製」➞全体をﾌﾟﾗｽﾁｯｸに

変更（ﾋﾞﾋﾀﾞｽﾖｰｸﾞﾙﾄ 500g 用ｶｯﾌﾟ） 

詰替商品の販売 H7 年 繊維用柔軟剤ﾊﾟｳﾁ（ｿﾌﾗﾝ C 等） 

異素材の分離容易化 H8 年 ｴｱｿﾞｰﾙ缶（制汗剤等）の金属とﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部分

の易分離化 

ライオン㈱ 

再生素材の使用 H7 年 台所洗剤ﾎﾞﾄﾙに PET 再生品使用 
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中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

H11 年 入浴剤 牛乳石鹸共進社㈱ 

詰替商品の販売 H7 年 詰替パウチ（ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ､ｼｬﾝﾌﾟｰ） 

再生素材の使用 H16 年 9 月 再生 PET ﾄﾚｰへの切替 日本ハム㈱ 

塩化ﾋﾞﾆﾙを含まない素材採用 H14 年 4 月 森の薫りｳｨﾆｰ 
中身商品の性能向上によ
る容器の小型化 

H16 年 6 月 洗剤の性能向上 

詰替商品の販売 － ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾘﾝｽ等 

生活協同組合コープ

とうきょう 

再生素材の使用 － 洗剤ﾎﾞﾄﾙ等に再生 PET を使用 
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19．参照条文集

○循環型社会形成推進基本法

（平成十二年六月二日法律第百十号）

（原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制）

第五条 原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるそ

の循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要が

あることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあ

ってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができ

るだけ抑制されなければならない。

（循環資源の循環的な利用及び処分）

第六条 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷

を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われな

ければならない。

２ 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生

じないように適正に行われなければならない。

（循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則）

第七条 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に

可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減に

とって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われ

なければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが

環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらない

ことが考慮されなければならない。

一 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについ

ては、再使用がされなければならない。

二 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないも

のであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされ

なければならない。

三 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の

規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるも

のについては、熱回収がされなければならない。

四 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行

われないものについては、処分されなければならない。
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○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（平成七年六月十六日法律第百十二号）

（定義）

第二条

８ この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次に掲げる

行為をいう。

一 自ら分別基準適合物を製品（燃料として利用される製品にあっては、政

令で定めるものに限る ）の原材料として利用すること。。

二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用するこ

と。

三 分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用す

る者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用す

る者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

第七条 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三

年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画（以下

「再商品化計画」という ）を定めなければならない。。

（特定容器利用事業者の再商品化義務）

第十一条 特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、

その事業において用いる特定容器（第十八条第一項の認定に係る特定容器及

び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第二号ロを除き、以

下この条において同じ ）が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物。

について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

２ 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量

に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は

特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として

主務大臣が定める比率を乗じて得た量

二 当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用

いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロ

に掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た

率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算し

て得られる率
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イ 前号に掲げる量のうち、当該業種に属する事業において当該特定容器

を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いら

れる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化

がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率

ロ 当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度

における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器

であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度にお

ける販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣

が定める率

ハ 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該

特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装

廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算

定される量

ニ すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる

当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器

包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

３ 前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適

合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率（当該特定分別基

準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定

包装利用事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣

が定める比率をいう。以下この項において同じ ）を乗じて得た量と、当該。

年度の前年度の末までに得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化

がされなかったものの量のうち当該年度において特定容器利用事業者、特定

容器製造等事業者又は特定包装利用事業者により再商品化がされるべき量と

して主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量（その

量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げ

る量に特定事業者責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た

量）を基礎として主務大臣が定める量とする。

（特定容器製造等事業者の再商品化義務）

、 、 、第十二条 特定容器製造等事業者は 毎年度 主務省令で定めるところにより

その製造等をする特定容器（第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦

から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ ）が属する容器。

包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化を

しなければならない。

２ 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量
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に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 前条第二項第一号に掲げる量

二 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係

る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省

、 、令で定める業種ごとに イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に

ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定

し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

イ 前条第二項第二号イに掲げる比率

ロ 一から前条第二項第二号ロに掲げる率を控除して得た率

ハ 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該

業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する

量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定

めるところにより算定される量

ニ すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって

当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売

する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣

が定める量

（特定包装利用事業者の再商品化義務）

第十三条 特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、

その事業において用いる特定包装（第十八条第一項の認定に係る特定包装及

び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同

じ ）が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化。

義務量の再商品化をしなければならない。

２ 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量

に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に

相当する量とする。

一 第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除し

て得た量

二 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適

合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、

容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところに

より算定される量

三 すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の

当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として

排出される見込量として主務大臣が定める量
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（意見聴取）

第四十四条 主務大臣は、第十一条から第十三条までに規定する主務省令、比

率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項

の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業

者その他利害関係者の意見を聴くものとする。

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令

（平成七年十二月十四日政令第四百十一号）

（燃料として利用される製品）

第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 （以下

「法」という ）第二条第八項第一号 の政令で定める製品は、次のとおりと。

する。

一 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別

基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状

に成形したもの

イ 主として段ボール製の容器包装

ロ 飲料を充てんするための容器（原材料としてアルミニウムが利用され

ているものを除く ）。

二 炭化水素油

三 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

○容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する

基本方針

（平成八年十二月二十七日厚生省、通商産業省令第二号）

三 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び

容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項

、 、 、……事業者は 容器包装に適切な材質等の表示 素材別に分離が容易な構造

材料の工夫を行うこと等、分別排出がより容易な容器包装の製造、利用につ

いて検討する必要がある。

四 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項

……分別基準適合物の再商品化等を効率的かつ容易にするため、容器包装を

用いる事業者及びこれを製造する事業者並びに容器包装に用いられる素材を
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製造する事業者は、再商品化等が容易な容器包装の使用、容器包装の規格化

並びに材料及び構造面での工夫を可能な限り行う必要がある。また、容器包

装を利用している商品を販売する事業者は、これらの再商品化等がしやすい

容器包装を用いている商品の販売を積極的に推進することが必要である。

加えて、容器包装を利用している商品又は容器包装そのものを輸入する事

業者は、これらの再商品化等がしやすい容器包装を用いている商品又は再商

品化等がしやすい容器包装を選択し、輸入することが必要である。

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の

規定に基づく平成十五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品

化に関する計画（抜粋）

（平成十四年十一月二十九日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

環境省告示第二号）

一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則（平

成七年大蔵省、厚生省、通商産業省令第一号。以下「規則」という ）第四。

条第一号に定める分別基準適合物（以下「無色のガラス製容器に係る分別基

準適合物」という ）。

３ 再商品化の具体的方策に関する事項

無色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレットを得るための施

設（以下「カレット化施設」という ）において、破砕、洗浄、異物の除。

去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該

カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製

品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利

用される。

二 規則第四条第二号に定める分別基準適合物（以下「茶色のガラス製容器に

係る分別基準適合物」という ）。

３ 再商品化の具体的方策に関する事項

、 、茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物は カレット化施設において

破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再

。 、 、商品化がされる 当該カレットは ガラス製容器を始めとするガラス製品

ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製

品としてそのまま利用される。

三 規則第四条第三号に定める分別基準適合物（以下「その他の色のガラス製

容器に係る分別基準適合物」という ）。
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３ 再商品化の具体的方策に関する事項

その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設に

おいて、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ること

により再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガ

ラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用され

してそのまま利用される。るほか、製品と

四 規則第四条第四号に定める分別基準適合物（以下「紙製容器包装に係る分
別基準適合物」という ）。

３ 再商品化の具体的方策に関する事項

紙製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。

(１) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製

紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、

板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。

また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物については、

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令（平

成七年政令第四百十一号）第一条第一号に掲げる燃料として利用され

る製品（以下「固形燃料又はフラフ燃料」という ）を得るための施設。

において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料

を得ることにより再商品化がされる。

(２) 古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等又はそれらの原材

料を得るための施設において、異物の除去及び選別をした後、古紙再

生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用でき

る選別後の分別基準適合物については、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静

剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工そ

の他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等

を得ることにより再商品化がされる。

また、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材

料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ

燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固

形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。

(３) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製

紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、

板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。

また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物のうち、古紙

再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用で

きるものについては、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊
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物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、

古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより

再商品化がされる。

さらに、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原

材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラ

フ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、

固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。

五 規則第四条第五号に定める分別基準適合物（以下「ペットボトルに係る分

別基準適合物」という ）。

３ 再商品化の具体的方策に関する事項

ペットボトルに係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。

(１) フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得るための施設に

おいて、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、フレーク又はペ

レットというプラスチック原料等を得ることにより再商品化がされる。

当該プラスチック原料等は、プラスチック製品、繊維製品等の原材料

として利用される。

(２) ペットボトル等の原料となるポリエステル原料（ビス（２ーヒドロキ

シエチル）テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等

をいう。以下同じ ）を得るための施設において、異物の除去、洗浄、。

破砕、解重合、精製、重合その他の処理をし、ペットボトル等の原料

となるポリエステル原料を得ることにより再商品化がされる。当該ポ

リエステル原料は、ペットボトルその他のプラスチック製品、繊維製

品等の原材料として利用される。

六 規則第四条第六号に定める分別基準適合物（以下「プラスチック製容器包

装に係る分別基準適合物」という ）。

３ 再商品化の具体的方策に関する事項

プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化が

される。

(１) 減容顆粒品又はインゴットを得るための施設において、白色の発泡ス
か

チロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、

破砕その他の処理をし、減容顆粒品又はインゴットを得ることにより
か

再商品化がされる。当該減容顆粒品及びインゴットは、ペレットとい
か

うプラスチック原料を得るために利用され、当該ペレットは、発泡ス

チロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として

利用される。

(２) 減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラスチッ
か

100



ク原料を得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用ト

レイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理を

し、減容顆粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラス
か

チック原料を得ることにより再商品化がされる。当該ペレットは、発

泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料と

して利用される。

(３) ペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除

去、洗浄、破砕その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を

得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラス

チック製品等の原材料として利用される。

(４) ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を

得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、成形その他の処

理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック

製品等を得ることにより再商品化がされる。

(５) 高炉で用いる還元剤を得るための施設において、異物の除去、破砕、

脱塩素、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得るこ

とにより再商品化がされる。当該還元剤は、高炉において鉄鉱石を還

元するために利用される。

(６) コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設において、異物

の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で

用いる原料炭の代替物を得ることにより再商品化がされる。当該原料

炭の代替物は、コークス炉においてコークス、炭化水素油並びに水素

及び一酸化炭素を主成分とするガスの原材料として利用される。

(７) 炭化水素油を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、
熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得ることにより再商品
化がされる。当該炭化水素油は、化学工業等において原材料又は燃料
として利用される。

(８) 水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設において、

異物の除去、破砕、熱 分解、改質、精製その他の処理をし、水素及び

一酸化炭素を主成分とするガスを得ることによ り再商品化がされる。

当該ガスは、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
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